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さいたま市市民活動サポー トセンターの

管理基準案に関する要望書について (回答 )

平素はさいたま市政へご理解、ご協力を賜 り、誠にあ りがとうご

ざいます。     |

さて、平成 28年 10月 14日 付でいただきま したご要望につき

まして、次のとお り回答いたします。

第 1点 日として、市は市民活動サポー トセンターの管理基準等の

検討において、施設利用に係る公平性の確保 とい う観点か ら、利用

の時間や回数等を規定することは必要なことであると考えてお りま

す。

ただ し、そ うした規定の内容につきま しては、施設利用に係 る利

便性が損なわれないように、1配 慮 したいと考えてお ります。

第 2点 目として、管理基準等の案については、「市民活動団体の活

動を制限するような基準ではなく、誰 もが心地よく利用できる施設

とすることを主眼 とした施設利用上のルール」 とな ります。そのた

め、市民活動団体に対する処分に関わるような規定は含まないもの

さilたま



として検討をしてお ります。

第 3点 目として、市が要綱に基づき市民活動サポー トセンター運

営協議会の設置 。開催、及び利用者懇談会の開催を行 うことにつき

ましては、市が市民活動サポー トセンター、の設置主体 としての責任

を果たすために必要なことであ り、またそのことによつて運営協議

会や利用者懇談会の位置づけが一層明確に なると考えてお ります。

以上、今後 とも市民活動サポー トセンターの管理運営について、

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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